
２．事業の概要と成果 

（１） プロジェ

クト目標

の達成度 

（今期事業達成目

標） 

バゴー木工技術センター（以下，技術センター）を活用した生産者の能力開

発と支援サービスの拡充を目的としたハード面での環境整備を達成した。新

型コロナウィルス（以下，コロナ）および政変後の現地情勢の影響を受け

て，ソフト面の主な目標達成は令和２年度事業（以下，次期事業）に持ち越

しとなったが，一部，職業訓練の指導要領のうち技術科目を開発・改善する

ことで，サービスの質の向上を達成した。上位目標である地域開発と持続的

発展の促進に向けて，木工産業の振興に貢献したが，上位目標の達成には現

地情勢の早期の平常化が必須である。 

（２）事業内容 

 

実施体制整備 

コロナおよび現地情勢に以下のように対応し，事業運営を継続した。一部

活動を次期事業へ移行したものの，コロナ禍および不安定な情勢下で安全か

つ適正に業務遂行するのは通常時よりも時間や労力を要したため，申請時同

等の人員投入が必要であった。ただし，現地スタッフは申請時より少ない人

員へ業務を集約し，効率化を図った。 

 

・２０２０年３月９日，技術センターで，当会スタッフおよび地域住民らに

よるキックオフミーティングを開催した。その後は，コロナの影響により技

術センター運営委員会（以下，運営委員会）の月次会合の開催が困難であっ

たため，メンバーへの個別相談により連携を継続した。 

・本部スタッフ（駐在）は，現地事業統括（斎藤秀一）が２０２０年３月，

現地事業責任者（山村）が２０２１年３月に本邦帰国後の再渡航が困難であ

ったため，勤務地を変更し日本から遠隔で従事した。 

・現地スタッフは，２０２０年５月に２名退職後，後任の採用が困難であっ

たため，当該スタッフの業務を既存人員へ配分した。 

・２０２０年９月以降，コロナのミャンマー国内感染拡大による自宅待機措

置や，２０２１年２月の政変以降の治安への懸念を受けて，通勤が困難なス

タッフは断続的に在宅勤務としたほか，スタッフおよび現地拠点の安全確保

に留意しながら事業運営を継続した。２月１日以降，現地事業責任者（山

村）が駐在中は，当会の安全管理規定に即して日本との間で毎日の定時連絡

を継続した。 

 

現地カウンターパート等との連携 

コロナの感染拡大以降，現地カウンターパート・小規模産業局（以下，

SSID）との調整は，電話やメール，オンライン会議ツールなどを活用して継

続した。政変以降は必要事項のみに留め，積極的な接触は控えている状況で

ある。 

 

・事業期間にわたって，SSIDへ月報を提出し，事業進捗や課題を報告した。

２０２０年８月，１２月にオンライン会議ツールを用いて，SSID長官，副長

官らとの会合を実施し，事業活動について報告と協議をおこなった。 

・２０２０年６月，SSID調整の下で現地メディアの取材を受け，当会スタッ

フが本事業での活動と技術センターを紹介した。 

・２０２０年７月，森林局下の事業機械登録制度に即して，技術センターの

木工機械について森林局職員による確認と登録に協力した。 

 

活動①：技術センターの機械設備の新規導入と改良 

多様な研修をより効果的に開催できるよう，機械設備の拡充と改良を行っ

た。レーザー彫刻機の設置状況を確認するための日本人技術士の派遣は，事

業変更承認申請の上，次期事業へ移行した。 

 

・２０２０年７月，既存のミャンマー製バンドソーの天板を，正確な加工が

できるように，鍛造の薄い鉄板から鋳造の厚い鉄板に，ミャンマー現地で付



け替えを行った。 

・ミャンマー現地でのボール盤の購入は，他機で同じ機能を補うこととし

て，購入しないこととした。 

・事業開始後，日本からミャンマーへ輸入する木工機械５台（下表）を，岐

阜県高山市の産業機械販売業者へ発注した。２０２０年５月まで，当業者に

よる特製部位の製造と出荷前整備をおこない，ミャンマー側で輸入準備が整

うまで，当業者の倉庫で保管した。 

 

（表）日本からミャンマーへ輸入した機械 

 機械名 特製部位 特徴 

1 倣いろくろ 
倣い装置，木製チャック，

専用刃物 

固定跡のない旋盤成形

とその複製 

2 倣い旋盤 倣い装置，専用刃物 旋盤成形とその複製 

3 丸抜機 刃物メンテナンス用資材 短時間の円形成形 

4 スポンジサンダー 研磨部位 安全で簡単な曲面研磨 

5 ベルトサンダー 専用治具 再現性の高い直線研磨 

 

・２０２０年５月２０日〜２１日，上述の５台を用いて現地で研修をおこな

う日本人専門家（和田専門家）が，国内業務として高山市を訪問し，整備が

完了した機械の検収と，研修準備として実際に当該機械を使用して技術的な

確認をおこなった。 

・２０２０年５月，上述の５台の輸入について，SSIDの協力の下で免税輸入

許可に係る手続きを開始した。６月末に申請書類一式を提出し，８月に商務

省の要請を受けて追加書類を提出し，申請手続きが完了した。その後，コロ

ナのミャンマー国内感染の拡大，総選挙と続き，政府機関の対応に遅れが見

られたものの，許可の内定が１２月，許可書面の発行は２０２１年２月に完

了した。 

・２０２１年１月，ミャンマー現地での免税許可の内定をもって，高山市よ

り新潟県燕市の輸出品梱包業者へ，上述の産業機械販売業者が木工機械５台

を輸送した。搬入日には，本部事業責任者（大場）が燕市へ日帰り出張し，

搬入の立会いと，販売業者との機械に係る技術的な打合せ，輸出業者との輸

出手続きの打合せを実施した。梱包完了後，輸出業者により上述の５台は新

潟市へ輸送され，ミャンマー・ヤンゴン港へ向けて出港した。 

・２０２１年３月１４日，上述の５台は，新潟出港時の予定通りにヤンゴン

港へ到着し，国際輸送が完了した。ヤンゴンから事業地バゴーまでの国内輸

送は，入港後２週間程度で行う計画であったが，現地情勢の悪化とその長期

化により安全性確保に注意が必要であったこと，政府・経済機能の停止によ

って通関手続きに遅れが発生したことから，事業期間終了後の２０２１年５

月３１日に技術センターへの納品と設置が完了した。通関代理店への代行料

および輸送経費は納品日に支払いとし，民間援助連携室への相談の上，本事

業に計上した。 

 

活動②：技術センターのキャパシティ強化 

職業訓練参加者のように経験の浅い利用者を含め，誰にも安全で，多人数

でも同時に利用しやすい技術センターになるよう改修し，８月より利用を再

開した。２月の政変以降は安全面を鑑み，断続的な運用となっている。 

 

・２０２０年７月，容量の大きな機械を同時利用できるよう，ヤンゴンで調

達した発電機を技術センターへ納品，設置した。技術センターで三相１５kVA

の電力が使用できるようになった。 

・２０２０年７月，木工機械作業の手元を明るくするために，天井を改修し

て強度を高めた上で，天井吊の照明設備を設置した。 

・２０２０年７月，技術センター内の空気の流れを管理し，木工機械から排



出される粉塵を収集するための集塵機の集塵効率を高めるられるよう，技術

センターの開口部にアクリル製の窓障子を設置し，エアコンを５台設置し

た。エアコンは，変更報告提出の上で仕様変更し，コロナ対策として換気を

こまめに行うような状況下でも低コストで効率よく室温調節できるよう，小

容量のモデルを複数設置した。 

・コロナや現地情勢の影響を受けた期間において，当会のシニア・エンジニ

アが安全状況を判断の上で技術センターを訪問し，安全確認や機械整備をお

こなうことで，適正な管理に努めた。 

 

活動③：職業訓練プログラム開発 

コロナの影響により集合型研修の開催が困難であったため，計画時点では

既存の生産者向けにパイロット研修を実施することで科目開発する方法とし

ていた技術科目について，既存の生産者へ個別にヒアリングや試験協力を依

頼し，多人数が集合する形でない方法で科目開発を実施した。 

事業変更承認申請の上，日本人専門家の派遣による講習科目の開発は，当

会駐在員を講師とする会計研修を除いて，３ヶ月間の職業訓練プログラムと

ともに次期事業へ移行した。会計研修のみ２０２１年２月に実施予定であっ

たが，現地情勢の影響を受けてやむなく開催を見送った。 

 

・２０２０年５月および２０２１年１月に，バゴータウンシップ内の既存の

生産者の工房２軒（運営委員会メンバー，当会のテクニカル・エンジニア）

に技術センターのバンドソーを一時的に移設し，バンドソーの利用で生産性

がどのように変化するのか，生産試験に基づくデータ計測をおこなった。２

０２１年２月，データ計測結果を用いて，本事業で制作する技術科目のテキ

スト向けに指導内容として使用できるよう文書化した。 

 

生産試験の概要 

目的：バンドソーによる生産性向上の数値化 

方法：バンドソーとテーブルソーそれぞれで，同じ職人が同じ製品を生産

し，単位生産時間あたりの生産数量を計測した。 

結果：バンドソーの利用で，テーブルソー比３３％生産性が向上（下表） 

副次成果：単位体積あたりの生産数量から，歩留りが１００％向上している

ことが確認できた。 

 １日あたり生産数  １ブロックあたり生産数 

バンドソー ３２個 １８個 

テーブルソー ２４個 ９個 

 

・以上を通じて，技術科目３科目の指導内容を整理し（下表），テキストのデ

ータ版制作を進めた。また，平成３０年度事業で制作したテキストについて

も，職業訓練プログラムでの活用を見据えて再校正をおこない，データ版で

微修正をおこなった。テキストの冊子版の印刷は，利用機会である研修開催

の見込みが立ってからの方が適正と判断し，次期事業で実施予定である。 

 

（表）技術科目のテーマと実施事項 

 テーマ 科目開発における実施事項 

1 
生産効率と歩留り 

（課題：靴べら） 

・生産試験によるデータ計測 

・テキストとして文書化 

2 
生産効率と歩留り 

（課題：キッチンツール） 

・切り出し方法と歩留りの検証 

・テキストとして文書化 

3 
曲線加工と直線加工 

（課題：フォーク） 
・指導内容や課題製品を選定 

 

活動④：開業・就業支援の導入 



  

技術センターに設置して開業者向けに貸出する機械設備を調達した。就業

支援は活動③職業訓練プログラムと連動するため，次期事業へ移行した。 

 

・２０２０年１２月，開業者貸出用バンドソー２台，木工ろくろ２台，集塵

機１台をヤンゴンで発注した。活動①の日本製木工機械用の集塵機１台も合

わせて発注した。２０２１年１月にバンドソーの納品が完了，ろくろと集塵

機は２月納品予定であったが現地情勢の影響により３月に納品が完了した。 

 

活動⑤：木工品生産者向けの日本招聘研修 

コロナと現地情勢の影響を受け，研修目的での日本への渡航調整が現実的

でなかったため，次期事業へ移行した。 

 

活動⑥：植林 

事業開始後，植林地の情報収集をおこなったが，コロナの影響により政府

による植林活動が停止したため，次期事業へ移行した。 

 

・２０２０年４月，バゴー地方域政府森林局を訪問し，本事業の活動として

共同実施が可能な植林プログラムについての聞き取りを実施した。 

・２０２０年５月，森林局下のプログラムである，コミュニティ林業に登録

して森林管理をおこなう集落を訪問し，，共同実施の可能性を検討した。 

（３）達成された

成果 

   

 

成果①：技術センターに職業訓練に必要な機械設備が配置される 

指標 1:必要な機械が十分に配置され，利用できる状態となった。 

成果②：技術センターがより効率よく利用できる施設になる 

指標 1：計画に即した容量 15kVAを持つ発電機の設置が完了。 

指標 2：照明の設置が完了し，機械利用時に手元が明るくなった。 

成果③：職業訓練プログラムが開発され，実施体制が確立される 

指標 1：技術科目開発が一部完了。技術科目の最終化，講習科目開発，訓練プ

ログラムは次期事業で報告。 

指標 2：未実施により次期事業で報告。 

成果④：地域の木工産業における開業機会および就業機会が向上する 

指標 1：貸出用機械の調達が完了した。実際の開業者は次期事業で報告。 

指標 2：未実施により次期事業で報告。 

成果⑤：講習受講者または木工工房主が日本で研修を受け，新製品が開発さ

れる 

指標 1：未実施により次期事業で報告。 

指標 2：未実施により次期事業で報告。 

成果⑥：植林が実施され木工品生産者の資源管理意識が向上する 

指標 1：未実施により次期事業で報告。 

指標 2：未実施により次期事業で報告。 

本事業はＳＤＧｓの目標およびターゲットのうち，職業訓練へのアクセス

と適正な雇用促進，持続可能な産業振興を目的としており，本事業において

実施した活動において，その貢献に変更はない。 

（４）持続発展性 本事業の成果である資機材や知見は，事業終了後，現地人材によって適切

に管理・活用されるよう計画しており，当会より木工品生産者や SSIDに対す

る能力開発や調整を続ける。特に本事業で生産試験により数値化した生産性

や歩留りは現地政府のニーズにもとづいており，成果物は広く活用されるこ

とが副次効果として見込める。一方，職業訓練プログラムの開発について

は，公的サービスを補完的に実施している性質上，SSIDやバゴー地方域政府

と移管に向けた協議が必要であるが，２月の政変以降，現地政府との関係性

には十分に注意を払う必要があり，当会からの積極的な接触は控えているた

め，次期事業において対応が必要な課題となっている。 


